
電子証明書の更新は有効期限の３ヶ月前から可能です

・電子証明書の有効期限は
マイナンバーカードの券面(左図太枠部分)に記載

・更新手続きは有効期限の３ヶ月前から窓口にて可能

・更新は無料

暗証番号をお忘れの場合は窓口で再設定が可能です♪
お越しの際はマイナンバーカードを忘れずに♪

2030

予約サイトは
こちらから

お問い合わせ
市民課 0438-62-2980



令和7年5月26⽇から⼾籍に振り仮名を記載する制度が始まりました。⼾籍に振り仮名が記載されるまでの流れは下記のとおりです。

戸籍の振り仮名
袖ケ浦市からのお知らせは令和7年8月以降に

※令和7年5月25日時点で袖ケ浦市に本籍がある方

①本籍地の市区町村から
お知らせ
⼾籍に記載される予定の振り仮

名について、本籍地の市区町村から
郵送でお知らせが届きます。
袖ケ浦市からのお知らせは令和7
年8⽉以降にお送りする予定です。
本籍地が袖ケ浦市でない方は、

本籍地の市町村によって
お知らせをお送りする
時期が違いますので、
本籍地の市町村の
ホームページ等で
確認してください。

②お知らせの内容を
確認しましょう
お知らせが届いたら、内容を確認

しましょう。
お知らせの振り仮名が正しい場合

は、届出の必要はありません。

もし振り仮名が間違っていた場合
は、振り仮名の届出をしてください。
マイナポータルからオンラインで申請

することもできます。
（詳しくはお知らせを確認して
ください。）

③戸籍に振り仮名が
記載されます
令和8年5月26⽇以降、⼾籍

に振り仮名が記載されます。
届出をしなくても、お知らせの内

容どおり振り仮名が記載されます。

振り仮名の届出をした方は、
順次⼾籍に振り仮名が
記載されます。

※住⺠票の振り仮名の記載については、⼾籍の振り仮名の記載が完了後、
本籍地の市町村からの連絡を受けて、住⺠票に反映していきます。
当⾯の間、振り仮名は記載されませんので、ご了承ください。

袖ケ浦市
市民課

※ご注意ください※令和7年5月26日以降、戸籍の届出により戸籍の内容に変更があった方は、振り仮名の通知が送付されない、
               もしくは以前の戸籍の内容で通知が送付されることがあります。

袖ケ浦市HP 法務省⺠事局

届出を
しない方

届出をした方















⇥

千 葉 県 木 更 津 警 察 署

袖 ケ 浦 市 ・ 袖 ケ 浦 市 防 犯 協 会

ニセモノの警察官から連絡

ＳＮＳでの連絡を指示される

実際に使われたニセ警察官の画像

（画像の一部を加工、警視庁提供）

警察官をかたり、捜査などの名目で、犯人が指定する方法で送金

をさせ、金銭をだましとる特殊詐欺被害が多発しています。

◆ 警察は ＳＮＳで連絡することはありません

◆ 警察は 警察手帳や逮捕状など画像を送ることはありません

◆ 警察は 捜査等の名目で金銭を要求しません

金銭を要求

「捜査のため、あなたの資産を調べます」

「○○の口座に振込（送金）をしてください」

「あなたを逮捕する」

警察手帳や逮捕状などの画像が送信される

被害発生

相手が警察官でも は詐欺を疑いましょう。

ニセ警察詐欺に注意

ホンモノの警察はＳＮＳで連絡しません

千葉県警察公式

ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル
「被害急増！ニセ警察詐欺の

手口の実態とその対処法とは」













配布場所
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